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１　目 的
ＳＤＧｓや環境保全に対する社会の関心が高まるなか、本県では、「三重県食を担う農業・農村の活性化に関する基本計画」や「三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」に基づき、有機農業をはじめ生物多様性保全や地球温暖化防止等にも効果が高い環境保全型農業を積極的に推進しています。
国においては、令和３年度に策定された「みどりの食料システム戦略」にあわせて令和４年度にみどりの食料システム法が施行され、環境保全型農業の取組を一層推進しています。また、令和６年６月５日に施行された食料・農業・農村基本法において、農業生産活動、食品産業の事業活動における環境への負荷の低減の促進等が規定されています。
そのような中、化学肥料・化学合成農薬を低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援する環境保全型農業直接支払交付金は令和７年度から第３期が開始され、伊賀地域では第３期から対象活動となった「総合防除」の取組が開始されました。
一方、栽培期間中の気温上昇や病害虫の増加など稲作の栽培環境は厳しさを増しており、とりわけ特別栽培米においては、生産技術向上の重要性が高まっています。
そこで、伊賀地域における環境保全型農業を一層推進するとともに、県内の環境保全型農業の拡大を目的として、研修会を開催します。

２　主　催
三重県農林水産部

３　開催日時・場所
日　時：令和８年１月20日（火）13時30分から16時00分まで
場　所：三重県伊賀庁舎７F　大会議室（伊賀市四十九町2802）

４　開催内容
（１）開会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13:30～13:35）
（２）講　　演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13:35～15:35）
　　　「常態化するリスクに打ち勝つ土づくり・米づくり」
講　師：株式会社ファームフロンティア　取締役会長　藤井　弘志　氏
（途中休憩　14:35～14:45）

（３）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（15:35～15:50）
　　　①環境保全型農業直接支払交付金について
　　　②伊賀地域における環境負荷低減の取組内容に係る農産物ブランド（仮称）について
（４）閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （15:50～15:55）

５　参集者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業者、関係団体、市町・県（有機農業・環境保全型農業担当）等 80 名程度
